
令　和　５　年　度

鏡 野 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

（　第　２　号　）

鏡　　　野　　　町
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議第  ９８  号

（総則）

第 １ 条 令和５年度鏡野町水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第 ２ 条 予算第３条に後段として「なお、営業費用中修繕費12,179千円の財源にあてるため、企業債12,100千円を借り入れる。」を

（企業債）

第 ３ 条 予算第５条に次の事項を加える。

　　　　起債の方法　　　　　　　証書借入

　　　　限度額　　　　　　　　　　12,100千円

　　　　利率及び償還の方法　利率：固定金利３％以内　　償還期間：10年（うち据置期間2年）

令和５年度　　鏡野町水道事業会計補正予算（第 ２ 号）

　　　　起債の目的　　　　　　　修繕費（災害復旧費）にあてるため

　加える。
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第 ４ 条 予算に次のとおり追加する。

　　（債務負担行為）

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

令和　５年１２月　４日提出

鏡 野 町 長 山崎　親男

令和　５年１２月２１日議決

鏡野町議会議長 原　　章倫

事   項 限度額 期   間

水道施設運転管理業務委託 105,000　千円
令和 6年度から
令和 8年度まで
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